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１ 電子入札について 電子入札システム導入の目的

新型コロナウイルス対策

事務の効率化

透明性向上

利便性向上

会場での入札を回避することで、感染リスクの低減を図ります。

入札のために来庁する必要がなくなり、待機等の拘束時間がなくなります。

入札参加業者同士、または入札参加業者と市職員が接触する機会が減少し、入札の

透明性が向上します。

入札や資料提出が電子的に提出できることにより、より簡単に効率的に入札事務を

行うことができます。



電子入札システムの概要

電子入札とは、現在紙で実施している入札を、

インターネットを利用して電子的におこなえる

ようにしたものです。電子入札では次の２つの

システムを使用します。

電子入札システム

電子入札システムでは、入札参加への申請や応札をおこないます。

また、申請や応札の際に必要となる資料の添付や工事費内訳書の提

出もこのシステムにておこないます。

電子入札システムの利用にはICカードが必要となり、このICカー

ドに格納される電子証明書の情報により、カードの使用者（＝応札

事業者）を確認し、入札の実施や落札者を決定します。

入札情報公開システム

入札情報公開システムでは、入札公告や入札結果を確認できます。

また、図面等のダウンロードもこのシステムから可能です。

電子入札システムとは違い、利用にICカードを必要としないため、

どなたでも確認していただくことが可能です。

１ 電子入札について
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２ 電子入札導入の流れ 電子入札システムの対象案件と実施開始時期

対象案件

実施開始時期

設計金額130万円を超える建設工事の入札

設計金額50万円を超える測量・建設コンサルタント等業務委託の入札

※業務委託・物品調達等の入札は対象外

令和４年４月１日以降に入札公告及び指名通知する案件

市（上下水道局を含む）が発注する建設工事及び測量コンサルタント等業務委託の入札は、

全て電子入札により実施することになります。

入札書



電子入札導入スケジュール

令和４年４月からの運用開始までに利用者登録をしてください。

他自治体での電子入札実績がある場合も、登録が必要です。

実証実験では、市が作成したシナリオに合わせ電子入札を体験することができます。

※参加には利用者登録が必要です。

４月１日以降に公告、指名通知する案件から電子入札での運用を開始します。試行

運用期間中（～9月30日まで）は理由を問わず、紙入札による入札参加が可能です。

本格運用開始後は、やむを得ない事情がある場合以外での紙入札での参加は認め

ません。必要機器等の準備をお願いします。

２ 電子入札導入の流れ

令和４年２月２１日～

利用者登録の開始

令和４年１０月１日～

電子入札本格運用開始

令和４年４月１日～

電子入札試行運用開始

令和４年３月１０日～

実証実験（模擬入札)



利用者登録

周南市の電子入札システムを利用するには、利用者登録が必要となります。

利用者登録には、以下の準備が必要となります。

① パソコン機器の準備 / ② インターネット接続環境の整備 / ③ 電子証明書（ICカード）及びカードリーダの準備

上記準備の詳細については、周南市電子入札ポータルサイトをご確認ください。

※山口県または県内他自治体の電子入札に参加するにあたり、同様の準備をされた方はそのままご利用いただけます。

２ 電子入札導入の流れ

利用者登録をするには

利用者登録の注意点

他自治体の電子入札に参加されたことがある方も、利用者登録は必要です。

山口県などの他自治体での電子入札に参加経験のある方は、機器やICカードはそのままご利用いただけますが、

利用者登録は、必ずおこなってください。

ICカードは、周南市に登録のある代表者または受任者名義のICカードを使用してください。

代表者または受任者どちらかの名義のICカードで登録してください。それ以外の名義による応札は、無効とします。

利用者登録に必要となる「業者番号」は、周南市ホームページにて２月２１日（月）に公表します。

株式会社を（株）と入力することや、全角入力であることなど入力間違え等のないように、よくご確認ください。



実証実験（模擬入札）

実証実験（模擬入札）は、電子入札の経験がない事業者の皆様が、実際に周南市の電子入札システムによる応札や資料

提出を体験し、操作に慣れていただくために実施します。

実証実験は、市内事業者の方を対象として実施します。参加の申込み方法等については、別途ご案内しております。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録されている市内事業者（希望者のみ）

令和４年３月１０日（木）から３月１７日（木）の間に実施予定

※詳細は３月上旬に参加者に直接お知らせします。

令和４年４月から運用する本番と同じ環境を使用して、一連の操作をご確認いただきます。

案件（入札公告等）の確認から、申請・応札、落札結果の公表までをテスト案件で実施します。

実証実験に参加するためには、パソコンの設定、ＩＣカード・カードリーダーの購入、周南市の電子入

札システムへの利用者登録が必要となります。

申込期限

実施内容

実施日程

対象者

令和４年２月２５日（金）

注意事項

２ 電子入札導入の流れ



変更点の一覧

手続き 現行の入札 電子入札

入札公告 ホームページ 入札情報公開システム

設計書等の配付 ホームページ 入札情報公開システム

指名通知 ＦＡＸ 電子入札システム

内容質問・回答確認
質問書 ：ＦＡＸ提出
回答確認：掲示板を確認

質問書 ：ＦＡＸ提出
回答確認：入札情報公開システム

資格審査資料の提出 持参 / 郵送 電子入札システム

入札 会場 / 郵送 電子入札システム

くじ引き 会場でのあみだくじ システム上での電子くじ

再度入札 会場 電子入札システム

入札結果 ホームページ 入札情報公開システム

３ 電子入札導入に伴う変更点



入札公告・設計書等の配付・指名通知

入札公告・設計書等の配付

これまで市のホームページに掲載していましたが、今後は入札情報公開システムに掲載します。

周南市電子入札ポータルサイト上の「入札情報公開システム」からアクセスできます。

入札公告は、原則毎週月曜日（祝日の場合は翌開庁日）に掲載されます。

また、一部の図面等ついては安全管理の観点からパスワードを設定しております。パスワードが必要

となる場合は、これまで同様、パスワード照会をFAXにて行ってください。

指名通知

指名競争入札については、随時、指名事業者へ電子入札システムから通知します。

指名された入札案件の設計書等は、上記同様入札情報公開システムに掲載しておりますので、

閲覧やダウンロードはそちらから確認してください。

※指名競争入札の場合、パスワードは指名通知に記載しております。照会の必要はありません。

３ 電子入札導入に伴う変更点



内容質問・回答確認

工事（業務）内容質問書の提出

内容質問への回答確認

工事（業務）内容質問書の提出方法は、これまでと変わりません。

応札するにあたり、工事（業務）内容に質問がある場合は、工事（業務）内容質問書を作成し、

FAX にて工事（業務）担当課に送付してください。

送付する工事（業務）担当課は、入札公告または指名通知書により確認してください。

※送付先が異なる場合、内容質問として受け付けられない可能性があります。

工事（業務）内容質問書の様式は、周南市ホームページ内「様式ダウンロード（入札関係）」にあります。

電子入札ポータルサイトにもリンクがありますのでご活用ください。再質問の場合も同様です。

内容質問への回答は、入札情報公開システムにより公表します。

質問回答日以降に、公表しますので確認してください。通知等はありません。

３ 電子入札導入に伴う変更点



資格審査資料の提出

事前審査方式の場合

資格審査とは、条件付一般競争入札において入札参加資格や履行実績について確認するための審査のことです。

応札前に資格を確認する事前審査方式と応札後に落札候補者に決定した者のみを審査する事後審査方式がありますが、

いずれの場合も資格審査書類の提出は、開札前の指定期日までに提出していただきます。

事後審査方式の場合

公告内容
確認

資格審査
資料提出

資格審査
結果通知

応札資格審査
落札者
決定

公告内容
確認

審査資料提出
（参加者全て）

落札候補者
決定

資格審査
（候補者のみ）応札

落札者
決定

３ 電子入札導入に伴う変更点



資格審査資料の提出

資格審査資料提出時の注意点

資料提出期限後の再提出や追加提出は認めません

３ 電子入札導入に伴う変更点

！

前ページにもあるとおり、資格審査資料は、事前審査、事後審査にかかわらず、開札前の資料提出期限内に提出された

資料を審査します。審査をする前であっても、提出期限を過ぎている場合は再提出や追加提出は認めません。

資料の不足等がある場合は、提出資料による入札参加資格が確認できないため、入札参加資格の非適合と判断します。

特に事後審査方式による場合は、落札候補者決定後に審査をしますが、
資格確認は、開札前の提出期限までに提出された資料で審査します。

資料追加や再提出は、事後審査の前であっても提出期限後は認めません。

提出前に必ずよくご確認のうえ、提出してください。

資料提出期限後の資料内容の変更は認めません！

提出期限を過ぎた後に、原則として、提出した資料の内容の変更は認めません。

配置予定技術者届などは、あらかじめ複数名で届け出る（３人まで提出可）など、よく検討の上、提出してください。

※提出期間内での再提出は可能ですので、変更する場合は入札担当課までお問い合わせください。



入札

紙による入札書の提出

これまで入札書の提出は会場または郵送でおこなっていましたが、電子入札では電子入札システムにより入札してい

ただきます。入札書の提出期間は、開札日の前の連続する３日間です。（閉庁日は除きます。）

紙による入札書の提出（以下、「紙入札」という）は、以下のやむを得ない理由がある場合に限り、認めます。

紙入札を希望する場合は、周南市ホームページ内「様式ダウンロード（入札関係）」にある『紙入札承認願』を

提出してください。※令和４年４月～９月までの試行期間中は、理由を問わず紙入札での参加を認めます。

やむを得ない理由（例）

・ICカードの更新により、ICカードが使用できない場合

・ネットワーク障害等により、電子入札システムが利用できない場合

※令和４年１０月以降は、機器調達ができていないことを理由にした紙入札での参加を認めません

３ 電子入札導入に伴う変更点



くじ引き・再度入札

くじ引き

再度入札

落札となるべき価格の応札が複数ある場合は、電子くじにより落札（候補）者を決定します。

電子くじの仕組みについては、「電子くじの説明」をご確認ください。

開札の結果、落札（候補）者がいない場合は、電子入札システムにより再度入札をおこないます。

再度入札は、前回開札日の翌開庁日におこない、入札書の提出期限は、開札時刻の３０分前までです。

開札時刻は、原則前回入札と同じ時間です。時間が異なる場合は、再度入札の通知に記載します。

初回開札日

4/13（水）10時
（入札書提出：前日まで）

２回目開札日

4/14（木）10時
（入札書提出：9：30まで）

３回目開札日

4/15（金）10時
（入札書提出：9：30まで）

３ 電子入札導入に伴う変更点

不落札

→

不落札

→



入札の流れ

指名競争入札

３ 電子入札導入に伴う変更点

指名
通知

通知
確認

設計書等
ダウンロード

内容質問
提出

質問確認
回答作成

回答
公表

回答
確認

入札書
作成/提出

開札
落札者決定

落札者通知
結果公表

市

応札者



入札の流れ

条件付一般競争入札（事後審査方式）

３ 電子入札導入に伴う変更点

入札
公告

公告
確認

設計書等
ダウンロード

入札参加資格
確認申請書提出

申請書
受理

通知書
受理

入札書
作成/提出

開札
落札候補者決定

落札者通知
結果公表市

入札参加登録
通知書発行

事後
審査

内容質問及び回答の手続きは並行して
公告～入札書提出期間前までにおこないます

応札者



入札の流れ

条件付一般競争入札（事前審査方式）

３ 電子入札導入に伴う変更点

入札
公告

公告
確認

設計書等
ダウンロード

入札参加資格
確認申請書提出

通知書
受理

入札書
作成/提出

開札
落札者決定

落札者通知
結果公表市

入札参加登録
通知書発行

申請書
受理

内容質問及び回答の手続きは並行して
公告～競争入札参加登録通知前までにおこないます

事前
審査

応札者



電子入札システムの入口

電子入札ポータルサイト

周南市ホームページ トップ画面

→雇用・事業者向け情報

→市の入札・プロポーザル情報・結果

→入札情報・結果

→周南市電子入札ポータルサイトをクリック

URL：http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/78796.html

電子入札システム・入札情報公開システム

周南市電子入札ポータルサイト上部（各種システム入口）

→電子入札システム ：電子入札システム＜外部リンク＞をクリック（※利用登録したICカードが必要です）

入札情報公開システム：入札情報公開システム＜外部リンク＞をクリック

４ 電子入札システムの利用



お問い合わせ

入札及び入札制度について

（市が発注する案件について）

財政部 契約監理課 工事担当 TEL ： 0834-22-8425     FAX ： 0834-22-8430

（上下水道局が発注する案件について）

上下水道局 総務課 契約監理担当 TEL ： 0834-22-8625     FAX ： 0834-21-7269

機器の設定・システムの操作方法について

周南市電子入札ヘルプデスク（運用管理：（株）日立システムズ）

受付時間：平日９：00～12：00、13：00～17：30 2/21（月）からご利用いただけます

TEL：0570-021-777 E-mail：sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com

ICカードについて

電子入札コアシステム対応の各認証局にご確認ください。

※コアシステム対応認証局は「ご利用までの流れ」の８頁をご確認ください。

４ 電子入札システムの利用


